
告 示

�愛媛県告示第２５７号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２５８号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

宇和島市津島町山財２６７７の１、２６７８

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

津島町山財２６７７の１・２６７８（以上２筆について次の図に示

す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５９号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所において

告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２６年３月７日

宇和島港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 土地改良事業の工事の完了……………………………………………………………………………………………………………………………（農地整備課）…１２０

○ 保安林予定森林…………………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…１２０

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可……………………………………………………………………………………………………………………（港湾海岸課）…１２０

○ 落札者等の告示…………………………………………………………………………………………………………………………………………（道路建設課）…１２１

○ 公営住宅法施行令第２条第１項第４号に規定する数値の変更……………………………………………………………………………………（建築住宅課）…１２１

○ 指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等の一部改正……………………………………………………………………………………（会計課）…１２１

○ 道路の区域変更（県道新居浜東港線）………………………………………………………………………………………………………（東予地方局管理課）…１２２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２２

○ 道路の区域変更（県道湯山北条線）…………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…１２２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２２

○ 道路の区域変更（県道吉田宇和島線）………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…１２２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２３

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………………………………………………………………………（男女参画・県民協働課）…１２３

○ レギュラーガソリンの単価契約…………………………………………………………………………………………………………………（警察本部会計課）…１２３

公安委員会規則

○ 愛媛県道路交通規則及び愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則…………………………………………………………………（警察本部交通企画課）…１２４

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 内子地区 平成２３年３月２５日

農地保全事業 内子地区 平成２３年１２月１５日

毎週（火・金）曜日発行 第２５５１号 平成２６年３月７日

平成２６年３月７日金曜日 第２５５１号

愛 媛 県 報
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あっては、その代表者の氏名及び住所

宇和島市土地開発公社

宇和島市曙町１番地

代表者 理事長 石橋 寛久

宇和島市栄町港二丁目４番１４号

２ 埋立区域

� 位置

３工区２

愛媛県宇和島市住吉町字立田ヶ浦１００９番３から１００９番８に至

る間の地先公有水面

� 区域

３工区２

次の各地点のうち�の地点から�、�、�、�を順次に結ん
だ線及び�の地点と�の地点を結ぶ平成１２年秋分の満潮位（Ｄ
．Ｌ．＋２．１８メートル）における公有水面と陸地との境界線に

より囲まれた区域

基点：愛媛県宇和島市住吉町字住吉山乙７００番８

国土地理院「住吉」四等三角点

（北緯３３度１３分３１．８０４秒、東経１３２度３３分２７．８７４秒）

�の地点は、基点から真北３２７度０７分０５秒３１６．７０メートルの
地点

�の地点は、�の地点から真北２００度４７分０３秒５．８９メートル
の地点

�の地点は、�の地点から真北２９１度０９分５５秒３３．０９メートル
の地点

�の地点は、�の地点から真北２１度０９分５５秒３．００メートルの
地点

�の地点は、�の地点から真北３３５度１０分１７秒５５．４４メートル
の地点

� 面積

３工区２

１，１３２．５５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年２月２３日 愛媛県指令１２港第５２７号

４ しゅん功認可年月日

平成２６年３月７日

�������
�愛媛県告示第２６１号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第９条第

２項の規定に基づき、公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）

第２条第１項第４号に規定する数値を次のとおり変更し、平成２６年

４月分の家賃から適用する。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６０号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６２号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正し、平成２６年３月１０

日から施行する。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

随意契約に係る物品等又は
特定役務の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

一般県道岩城弓削線岩城橋
詳細設計委託業務

愛媛県土木部道路都市
局道路建設課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成２６年２月２５日
株式会社長大松山事務所
愛媛県松山市三番町七丁
目１３番地１３

１８４，６８０，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１０条
第１項第１号の規定による。

設置所在地名 団 地 名 建設年度 構造別 数 値 備 考

東温市牛渕 牛渕 ５６ 耐 火 ０．８６２０
第３９号棟及
び第４０号棟
に限る。

改 正 後 改 正 前

一・二 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 省略

� 店舗の名称、位置等

１ 収納代理総括店

一・二 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 省略

� 店舗の名称、位置等

１ 収納代理総括店

名 称 位 置 名 称 位 置

省略

中国銀行川之江支店 四国中央市川之江町４０６７番地１

省略

中国銀行川之江支店 四国中央市川之江町４０６２番地第４

愛 媛 県 報平成２６年３月７日 第２５５１号

１２１
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�愛媛県告示第２６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

省略 省略

２ 省略 ２ 省略

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜東港線
新居浜市観音原町甲６番２４から

同町甲９８５番５３まで

旧 ９．１～１０．７ ０．１８９

新 １１．５～３０．９ ０．１８９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜東港線
新居浜市観音原町甲６番２４から

同町甲９８５番５３まで
平成２６年３月７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 湯山北条線
松山市北条辻１３８３番５地先から

同市北条８８５番１地先まで

旧 ７．３～２５．１ ０．０７８

新 ７．３～２５．１ ０．０７８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 湯山北条線
松山市北条辻１３８３番５地先から

同市北条８８５番１地先まで
平成２６年３月７日

愛 媛 県 報平成２６年３月７日 第２５５１号

１２２
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公 告
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用

を受ける調達に係るものである。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

レギュラーガソリンの単価契約（１リットル当たりの単価）

� 契約品目、規格及び概算数量

レギュラーガソリン ＪＩＳ規格２号品

２０４，０００リットル

� 契約期間

平成２６年５月１日から平成２７年３月３１日まで

� 納入場所

契約業者店舗及び代理店店舗 発注後即時

愛媛県警察本部 発注の日から２日以内

� 入札方法

入札金額は、レギュラーガソリン（ＪＩＳ規格２号品）１リ

ットル当たりの金額を記載すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６・２７・２８年度の一般競争入札に参加

する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 発注の日から２日以内に確実に納入できる体制が整備されて

いること。

� 開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない

者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 関係書類の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年２月２４日 特定非営利活動法人 和道 江 島 宏 明 松山市朝生田町４丁目７番２３号 この法人は、介護事業の領域を超えたケアマネ
ージメントの実現のため、各分野の専門家でつ
くる情報ネットワークを活用し、福祉・法務・
財務などのトータルサポート体制の推進等に関
する事業を行い、高齢者の生活全般の支援に寄
与することを目的とする。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 吉田宇和島線
宇和島市大浦甲１０７８番１０から

同市大浦甲１０７９番５まで

旧 ３．０～５．０ ０．０５０

新 ５．０～９．４ ０．０５０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 吉田宇和島線
宇和島市大浦甲１０７８番１０から

同市大浦甲１０７９番５まで
平成２６年３月７日

愛 媛 県 報平成２６年３月７日 第２５５１号

１２３



公安委員会規則

場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の他に提出する書類の提出期限

平成２６年４月１６日（水）午後５時１５分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 入札の日時及び場所

平成２６年４月１８日（金）午前１１時００分

愛媛県警察本部 ２階 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 契約保証金

愛媛県会計規則第１５２条から第１５４条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、２の�を証明できる書
類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� 入札成立条件

当該入札は、平成２６年度予算を審議する愛媛県議会において、

当該予算の成立を条件として実施する。

	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of products to be purchased： Regular

gasoline JIS No．２ approximately２０４，０００ liters

（JIS： Japanese Industrial Standard）

� Time limit of tender：１１：００ a．m．，１８，April，２０１４

� Inquiry Section regarding notice of tender： Supplies

Procurement Section No．１，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

�愛媛県公安委員会規則第２号
愛媛県道路交通規則及び愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２６年３月７日

愛媛県公安委員会委員長 山 本 泰 正

愛媛県道路交通規則及び愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

（愛媛県道路交通規則の一部改正）

第１条 愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（高速自動車国道等における権限）

第３条の２ 法第１１４条の３の規定により、警察署長の権限に属する

事務のうち、高速自動車国道、今治・小松自動車道、松山外環状

線（法第１１０条第１項の規定による指定を受けた区間に限る。）、

大洲道路、宇和島道路及び西瀬戸自動車道に係るものは、愛媛県

警察高速道路交通警察隊長に行わせるものとする。

別表第２（第９条の２関係）

（高速自動車国道等における権限）

第３条の２ 法第１１４条の３の規定により、警察署長の権限に属する

事務のうち、高速自動車国道、今治・小松自動車道

、

大洲道路、宇和島道路及び西瀬戸自動車道に係るものは、愛媛県

警察高速道路交通警察隊長に行わせるものとする。

別表第２（第９条の２関係）

番号 路 線 名 区 間 番号 路 線 名 区 間

１～１１

省略

１～１１

省略

１１の２ 一般国道３３号

（松山外環状線）

松山市北井門二丁目４７番１から

同市井門町１４５５番１まで

１２～１２２

省略

１２～１２２

省略
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１２４



（愛媛県警察組織規則の一部改正）

第２条 愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成２６年３月１６日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（高速道路交通警察隊）

第５１条 高速道路交通警察隊においては、次の事務をつかさどる。

� 高速自動車国道、今治・小松自動車道、松山外環状線（道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１１０条第１項の規定による指

定を受けた区間に限る。）、大洲道路、宇和島道路及び西瀬戸自

動車道（以下「高速自動車国道等」という。）における交通警

察に関すること。

� 省略

（高速道路交通警察隊）

第５１条 高速道路交通警察隊においては、次の事務をつかさどる。

� 高速自動車国道、今治・小松自動車道

、大洲道路、宇和島道路及び西瀬戸自

動車道（以下「高速自動車国道等」という。）における交通警

察に関すること。

� 省略

平成２６年３月７日 発行
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